
令和５年５月１１日 

生 活 文 化 政 策 部 

地 域 行 政 部 

 

世田谷区民会館の開設に伴う世田谷区立区民会館条例の一部改正について 

 

 

 

 

 

 

１ 主旨 

 本庁舎等整備１期工事完了に伴い開設する世田谷区民会館について、施設規模等の

変更に伴い使用料等を改定する必要があることから、世田谷区立区民会館条例の一部

を改正する。 

 

２ 改正内容 

（１）以下の内容について、世田谷区立区民会館条例の一部を改正する。なお、詳細は、

別紙「新旧対照表」のとおり。 

  ①練習室の新設 

  ②使用料の改定 

集会室規模の変更及び練習室の新設に伴い、旧集会室の平米単価を基に算定した

金額により施設使用料を改定する。 

  ③附帯設備への楽器の種類の追加 

   

＜施設概要＞ 

 

（２）改正条例の施行予定日は規則で定める日とする。 

 

３ 開設後の利用について 

本庁舎等整備２期～３期工事期間中は騒音等が発生するため、工事による施設利用

への影響について利用者へ丁寧に周知し、理解していただいたうえで貸し出しする。 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年 ５月    区民生活常任委員会（条例改正案報告） 

６月    第２回区議会定例会（条例改正案提案） 

 

名称 床面積 定員 

ホール 

 

２６７８．０㎡ 

（楽屋、ホワイエを含む） 

９３３名 

集会室Ａ １６０．０㎡    １００名 

集会室Ｂ ９４．５㎡ ５７名 

練習室Ａ  ７５．８㎡ ４０名 

練習室Ｂ  ４４．６㎡ ２０名 

（付議の要旨） 

本庁舎等整備１期工事完了に伴い開設する世田谷区民会館について、施設規模等の

変更に伴い使用料等を改定する必要があることから、世田谷区立区民会館条例の一部

を改正する。 
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世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例新旧対照表（改正箇所抜粋）  

 

改正後 改正前 

世田谷区立区民会館条例 世田谷区立区民会館条例 

第１条～第４条 ・・・省略・・・ 第１条～第４条 ・・・省略・・・ 

第５条 区民会館は、次の事業を行う。 第５条 区民会館は、次の事業を行う。 

(１) ホール、集会室、練習室及び喫茶コーナーの利用に関するこ

と。 

(１) ホール、集会室及び喫茶コーナーの利用に関すること。 

(２) 教育、文化等の振興を図るための事業に関すること。 (２) 教育、文化等の振興を図るための事業に関すること。 

第６条～第２２条 ・・・省略・・・ 第６条～第２２条 ・・・省略・・・ 

別表第１ ・・・省略・・・ 別表第１ ・・・省略・・・ 

 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 名称 施設名   名称 施設名  

 世田谷区立世田谷区民会館 ホール、集会室、練習室   世田谷区立世田谷区民会館 ホール、集会室  

 同    世田谷区民会館別

館 

集会室   同    世田谷区民会館別館 集会室  

 同    北沢区民会館 ホール、集会室   同    北沢区民会館 ホール、集会室  

 同    北沢区民会館別館 集会室   同    北沢区民会館別館 集会室  

 同    玉川区民会館 ホール、集会室、喫茶コーナー   同    玉川区民会館 ホール、集会室、喫茶コーナー  

 同    玉川区民会館別館 集会室   同    玉川区民会館別館 集会室  

 同    砧区民会館 ホール、集会室、喫茶コーナー   同    砧区民会館 ホール、集会室、喫茶コーナー  

 同    烏山区民会館 ホール、集会室   同    烏山区民会館 ホール、集会室  

別表第３（第12条関係） 別表第３（第12条関係） 

 

名称 種別 

午前 午後 夜間 全日   

名称 種別 

午前 午後 夜間 全日  

 
午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後４時

30分まで 

午後５時30

分から午後

10時まで 

午前９時か

ら午後10時

まで 

  
午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後４時

30分まで 

午後５時30

分から午後

10時まで 

午前９時か

ら午後10時

まで 
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改正後 改正前 

 

平日 

日曜

日、土

曜日

及び

休日 

平日 

日曜

日、土

曜日

及び

休日 

平日 

日曜

日、土

曜日

及び

休日 

平日 

日曜

日、土

曜日

及び

休日 

  

平日 

日曜

日、土

曜日

及び

休日 

平日 

日曜

日、土

曜日

及び

休日 

平日 

日曜

日、土

曜日

及び

休日 

平日 

日曜

日、土

曜日

及び

休日 

 

 世田

谷区

立 

世田

谷区

民会

館 

ホー

ル 
55,000

円 

65,950

円 

82,65

0円 

99,070

円 

137,66

0円 

165,16

0円 

220,32

0円 

264,24

0円 

  世田

谷区

立 

世田

谷区

民会

館 

ホー

ル 

55,000

円 

65,950

円 

82,650

円 

99,070

円 

137,66

0円 

165,16

0円 

220,32

0円 

264,24

0円 

 

 集会

室Ａ 

6,760

円 

8,110

円 

10,17

0円 

12,170

円 

16,940

円 

20,300

円 

27,110

円 

32,470

円 

  集会

室 

15,180

円 

18,210

円 

22,830

円 

27,320

円 

38,010

円 

45,540

円 

60,850

円 

72,860

円 

 

 集会

室Ｂ 

3,990

円 

4,790

円 

6,010

円 

7,190

円 

10,000

円 

11,990

円 

16,010

円 

19,180

円 

  
         

 

 練習

室Ａ 

3,200

円 

3,840

円 

4,820

円 

5,760

円 

8,020

円 

9,610

円 

12,840

円 

15,370

円 

  
         

 

 練習

室Ｂ 

1,880

円 

2,260

円 

2,830

円 

3,390

円 

4,720

円 

5,650

円 

7,550

円 

9,040 

円 

  
         

 

 世田

谷区

立 

烏山

区民

会館 

ホー

ル 

27,850

円 

33,390

円 

41,84

0円 

50,160

円 

69,690

円 

83,550

円 

111,54

0円 

133,71

0円 

  世田

谷区

立 

烏山

区民

会館 

ホー

ル 

27,850

円 

33,390

円 

41,840

円 

50,160

円 

69,690

円 

83,550

円 

111,54

0円 

133,71

0円 

 

 

集会

室 

6,600

円 

7,920

円 

10,03

0円 

12,010

円 

16,630

円 

19,930

円 

26,660

円 

31,940

円 

  

集会

室 

6,600

円 

7,920

円 

10,030

円 

12,010

円 

16,630

円 

19,930

円 

26,660

円 

31,940

円 

 

備考 備考 

１ この表の各欄に掲げる額は、区民（個人にあっては区内に住

所を有する者を、法人その他の団体にあっては区内に事務所を

有するもの又は区内に住所を有する者を主たる構成員とするも

のをいう。以下同じ。）の使用に係る使用料の額とし、区民以

外のものの使用に係る使用料の額は、区民の使用に係る使用料

に当該使用料の５割に相当する額を加算して得た額（10円未満

１ この表の各欄に掲げる額は、区民（個人にあっては区内に住

所を有する者を、法人その他の団体にあっては区内に事務所を

有するもの又は区内に住所を有する者を主たる構成員とするも

のをいう。以下同じ。）の使用に係る使用料の額とし、区民以

外のものの使用に係る使用料の額は、区民の使用に係る使用料

に当該使用料の５割に相当する額を加算して得た額（10円未満
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改正後 改正前 

の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料等」

という。）を領収する場合において、入場料等の最高額が１人

当たり1,000円以上であるときの使用料の額は、使用を承認した

時間区分の使用料（以下「基本使用料」という。）に基本使用

料の５割に相当する額を加算して得た額（10円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料等」

という。）を領収する場合において、入場料等の最高額が１人

当たり1,000円以上であるときの使用料の額は、使用を承認した

時間区分の使用料（以下「基本使用料」という。）に基本使用

料の５割に相当する額を加算して得た額（10円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）とする。 

３ 使用者が区民会館を使用して公演を行う際に、公演の日前に、

舞台練習又は公演の準備によりホールの舞台面のみを使用する

場合の使用料の額は、基本使用料の５割に相当する額（10円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、

舞台練習又は公演の準備に係る使用は、１回の公演につき２日

を限度とする。 

３ 使用者が区民会館を使用して公演を行う際に、公演の日前に、

舞台練習又は公演の準備によりホールの舞台面のみを使用する

場合の使用料の額は、基本使用料の５割に相当する額（10円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、

舞台練習又は公演の準備に係る使用は、１回の公演につき２日

を限度とする。 

４ 使用者が使用時間を延長する場合は、管理上支障のない限り

においてその使用を承認するものとし、その使用料の額は、超

過時間が午前８時から正午までの間においては１時間（１時間

に満たない端数は、これを１時間とする。以下この号において

同じ。）につき午前の時間区分の使用料の額を３で除して得た

額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、

正午から午後５時30分までの間においては１時間につき午後の

時間区分の使用料の額を3.5で除して得た額（10円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）とし、午後５時30分から午

後11時までの間においては１時間につき夜間の時間区分の使用

料の額を4.5で除して得た額（10円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）とし、午後11時から翌日の午前８時までの

間においては１時間につき当該１時間の属する全日の時間区分

の使用料の額を11で除して得た額（10円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）とする。 

４ 使用者が使用時間を延長する場合は、管理上支障のない限り

においてその使用を承認するものとし、その使用料の額は、超

過時間が午前８時から正午までの間においては１時間（１時間

に満たない端数は、これを１時間とする。以下この号において

同じ。）につき午前の時間区分の使用料の額を３で除して得た

額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、

正午から午後５時30分までの間においては１時間につき午後の

時間区分の使用料の額を3.5で除して得た額（10円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）とし、午後５時30分から午

後11時までの間においては１時間につき夜間の時間区分の使用

料の額を4.5で除して得た額（10円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）とし、午後11時から翌日の午前８時までの

間においては１時間につき当該１時間の属する全日の時間区分

の使用料の額を11で除して得た額（10円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）とする。 
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改正後 改正前 

５ この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に規定する休日をいう。 

５ この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に規定する休日をいう。 

別表第４（第12条関係） 別表第４（第12条関係） 

 種別 単位 金額   種別 単位 金額  

 附帯設

備 

舞台器具 １式、１台、１枚、１脚

又は１個 １回 

7,000円   附帯設

備 

舞台器具 １式、１台、１枚、１脚

又は１個 １回 

7,000円  

 音響器具 １本、１台、１基、１個

又は１式 １回 

3,000円   音響器具 １本、１台、１基、１個

又は１式 １回 

3,000円  

 照明器具 １台、１回路又は１本 

１回 

2,500円   照明器具 １台、１回路又は１本 

１回 

2,500円  

 楽器 １台又は１式 １回 4,500円   ピアノ １台 １回 4,500円  

 映写器具 映写機 １式 １回 6,000円   映写器具 映写機 １式 １回 6,000円  

  スクリー

ン 

１式 １回 1,500円    スクリー

ン 

１式 １回 1,500円  

 その他

の設備 

電気設備（ホールに

限る。） 

１台(１キロワット) １

回 

150円   その他

の設備 

電気設備（ホールに

限る。） 

１台(１キロワット) １

回 

150円  

 浴室 １室 １回 1,500円   浴室 １室 １回 1,500円  

           

備考 備考 

１ 単位の１回とは、別表第３に規定する時間区分における午前、

午後及び夜間の各々の時間区分をいう。 

１ 単位の１回とは、別表第３に規定する時間区分における午前、

午後及び夜間の各々の時間区分をいう。 

２ 使用者が附帯設備及び電気設備の使用時間を延長する場合

は、管理上支障のない限りにおいてその使用を承認するものと

し、超過時間１時間（１時間に満たない端数は、これを１時間

とする。）につき、１回の使用料の３割に相当する額（10円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を徴収する。 

２ 使用者が附帯設備及び電気設備の使用時間を延長する場合

は、管理上支障のない限りにおいてその使用を承認するものと

し、超過時間１時間（１時間に満たない端数は、これを１時間

とする。）につき、１回の使用料の３割に相当する額（10円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を徴収する。 
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